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ても、賃金の伸びが長期的に期待しにくいこ
とから、個人消費を控えることになりがちで
ある。こうした状況から脱するためには、出
生率の引き上げを含む大胆な人口減少対策
を早急に打ち出し、それを粘り強く実施して
いくことが必要不可欠である。それは容易な
ことではないし、仮にそれを実行できたとし
ても、その効果が表れてくるのには相当の期
間を要するものと覚悟しなければならない。
　では、このような長期的な政策の実行を前
提にするとして、短期的に進めるべきことは
ないのか。
　現在の我が国には、次に述べるように、短
期的に賃金上昇が期待できる環境が整って
きている。一方では、企業の経常利益が好
調であるなど、賃金支払いに充てられ得る
原資が形成されてきており、他方では、労働
需給が逼迫化していることである。こうした
状況を活かして、短期的に賃金上昇を実現
することができれば、人口減少対策の効果と
相まって、好循環形成への第一歩を踏み出
すことができるのではないだろうか。

２．賃金上昇をもたらす環境の成熟
　（１）企業の大幅な貯蓄超過
　これまでのところ、企業収益は極めて好
調に推移している。我が国の主要企業の経
常利益は、2015年度まで４年連続の増益を
記録する勢いにあり、売上高経常利益率も
史上最高水準に達している。その結果、国
民経済計算でみると、非金融法人部門の純
貸出（企業部門の貯蓄超過）が大幅なもの
になっている。長年投資超過であった企業
部門が貯蓄超過に転じたのは1990年代末で
あるが、その後、貯蓄超過額は増加傾向を
示し、2013年度には33.3兆円、2014年度にも
23.9兆円に達している。
　ところで、そうした企業部門の貯蓄超過の
要因を見てみると、純貯蓄の増加と純固定

寄
稿

特
集

特集  1

底
上
げ
・
底
支
え
の
賃
上
げ
実
現
へ

１．内需主導型経済への転換
　（１）経済の好循環の形成
　日本経済は長年外需主導型経済であるこ
とに振り回されてきた。外需主導型経済であ
ることは、海外需要が伸びている間は、経
済成長を高めることに貢献する。しかし、ひ
とたび海外需要が変調をきたすと、それは
経済成長を大きく落ち込ませることになる。
そのような例を、リーマンショックや欧州政
府債務危機の際に経験してきたことは、いま
なお記憶に新しいところであろう。外需主導
型経済とは、対外的なショックに脆弱な経済
であることも意味している。
　このような弱さから脱却するためには、内
需が経済成長により大きく寄与する経済に
する必要がある。外需主導型経済から内需
主導型経済への転換である。そして、その
ためには、公的需要に恒久的に依存するこ
とができない以上、民間需要が堅調に伸び
るような経済になることが必要となる。
　特に鍵を握るのは、民間需要の中でもウェ
ートの大きい個人消費と民間設備投資の伸
びである。そこでは、家計と企業が先行きに
自信を持ち、積極的に支出を行うような環境
を作り出すことができるかどうかが問われて
いる。そして、そうした環境を作り出せるか
否かは、長期的にわたって、企業が十分な
利益を見込めるか、また家計が満足すべき
賃金を受け取れるか否かにかかっている。
現在、「経済の好循環」が喫緊の課題とされ
ている所以は、ここにある。

　（２）人口減少対策と賃金引上げ
　そうは言っても、民間需要を堅調に増加さ
せることは、人口が減少しているような経済
では容易なことではない。企業にとっては、
国内市場が縮小することが予想される中で
は、能力増強投資を中心とした設備投資を
する誘因は生まれにくい。また、家計にとっ
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資本形成の減少の寄与が大きいことが分か
る（図表１）。
　このうち、純貯蓄の増加は、賃金総額を
主体とする雇用者報酬の伸びの鈍化による
ところが大きい。雇用者報酬は1990年代末
より減少傾向に転じ、2000年代に入ってもそ
の傾向は続いた。2010年度以降緩やかな増
加傾向に転じ、2013年度以降その伸びが高
まっているが、国民所得の伸びが2013年度
2.3%、2014年度1.5%であったのに対して、雇
用者報酬の伸びは2013年度0.8%、2014年度
1.9%にとどまっている。このため労働分配率
は、2012年度の70.0%から2014年度の69.3％
に低下している。
　企業の純貯蓄の増加には、これ以外に、
利子などの財産所得の純支払いが減少した
ことも寄与している。財産所得の純支払い
の減少は、金融緩和による金利の低下があ
ったことに加え、企業が資金調達手段を借
入・社債から株式・出資金へとシフトさせ
たことによってもたらされている。
　次に、純固定資本形成の減少には、資本
財価格の低下や、無形資産への投資の増加

（無形資産は一部を除き、設備投資には含ま
れていない）の他、先述した企業の期待成
長率の低下が設備投資意欲を削いでいるこ
とが影響している。
　こうした企業部門の貯蓄超過を資金の運
用面から見ると、直接投資と証券投資を含
む対外投資の増加のほか、現金・預金保有
の増加が対応している。このうち現金・預
金の増加は、リーマンショックのような金融
危機時には外部金融に頼ることはできない
という教訓から、そのような事態に陥っても
事業を続けられるように自己資金を潤沢に
保有しておくというリスク回避姿勢の強まり
を反映していると考えられる。
　以上のように見てくると、確かに、現在の
企業部門の貯蓄超過の背景には、賃金支払
いが長期的に抑制されてきた結果もたらさ
れたという面がある。その意味では、企業の

貯蓄超過は賃金引上げのための原資と考え
ることができる。
　しかし、貯蓄超過のうち金利低下に由来
する部分については、いずれ金融政策の正
常化に伴って消滅することになろう。また、
設備投資の減少によってもたらされている
部分についても、設備投資が回復したり、政
策的に促進されたりすれば、縮小していくで
あろう。さらに、貯蓄超過が企業のリスク回
避度の強まりを反映しているとすれば、その
部分は、しばらくは持続するものと考えるべ
きである。こうした点については、注意を払
う必要がある。

　（２）逼迫化している労働市場
　労働需給も急速に逼迫化している（図表
２）。
　有効求人倍率は、2015年12月に1.27まで上
昇し、バブル崩壊直後の1992年1月以来の高
水準となっている。特に新規求人の伸びが
高いのは、卸売業・小売業、宿泊業・飲食
サービス業、医療・福祉などのサービス産
業である。ただし、正社員と非正社員とでは、
逼迫度に差があることは注意を要する。同じ
2015年12月で見ても、常用的パートタイムの
有効求人倍率（原数値）が1.44に達している
のに対して、正社員のそれ（同）は0.85にと
どまっている。

　こうした求人の増加を受け、完全失業率
も、2015年10月には3.1%まで低下し、1995年
7月以来の低水準となった（ただし、11月と
12月は3.3%に上昇）。循環的失業率（需要不
足失業率）はほぼ解消し、構造的な失業率（摩
擦的失業やミスマッチによる失業）に相当す
る水準にまで低下していると考えられる。失
業率を見る限り、ほぼ完全雇用を達成したと
言ってもおかしくない状況にあるのである。

図表１　非金融法人企業の純貸出 / 純借入

（データ出所）内閣府「国民経済計算」

図表２　雇用関連指標

（データ出所）�厚生労働省「職業安定業務統計」、総務省
　　　　　　「労働力調査」
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３．限定的な賃金上昇とその理由
　（１）限定的な賃金上昇
　このように賃金上昇の環境が整っている
にも関わらず、マクロ的に見ると、賃金上昇
は極めて緩やかなものにとどまっている。
　毎月勤労統計調査で見ると、2011年以降
マイナス基調で推移していた現金給与総額
は、2014年春以降、プラス基調に転じている。
しかし、その伸びは低く、2014年度は0.5%の
増加にとどまり、2015年度前半には逆に0.1%
程度の減少となっている（図表３）。
　もっとも、現金給与総額には、前期の企
業収益状況の影響を受けるボーナスや、生
産の短期的な変動の影響を受ける残業手当
も含んでいる。そこで、基本給に相当すると
考えられる所定内給与の動向を見ると、2014
年度に0.2%の減少を示した後、2015年度前
半には0.3%程度の増加を示している。
　いずれにしても、賃金の伸びが小幅であ
るために、2014年4月に消費税率が引き上げ
られた以降、その影響が前年比上は一巡す
るまでの1年間は、物価上昇分を調整した実
質賃金でみるとマイナスであったと考えられ
る。

　毎月勤労統計調査については、2015年1月
のサンプル替えに伴い、2012年1月からその
段差を調整するための修正が施されている。
その影響で2012年以降のトレンドについては
判断しにくくなっていることは事実である。
しかし、それにしても2015年度に入っても伸
びが低いというのは、春闘の結果とは、一見、
大きく異なるところである。

　（２）春闘の結果との関係
　春闘の結果を連合の調査結果で見ると、

2014年春闘においては2.1%の賃上げが、ま
た2015年春闘においては2.2%の賃上げが実
現されている。また厚生労働省も民間主要
企業の春季賃上げ率の調査を行っているが、
それによると、2014年においては2.2%の賃上
げが、また2015年においては2.4%の賃上げ
が実現されたとの結果となっている（図表
３）。
　実際の賃金上昇率が前述のように低かっ
たにもかかわらず、春闘賃上げ率がこのよう
に高かったのは、春闘賃上げ率に定期昇給
分が含まれていることによるところが大き
い。個人にとっては、定期昇給があれば賃
金が増加する。しかし、マクロ的に見た時に
は、仮に年齢別の従業員数が一定であると
すれば、賃金表が適用される個人名は変わ
っても、年齢別支給賃金総額は変わらない。
したがって、平均賃金も変わらないのである。
　このように考えると、平均賃金の変化に対
応させるべきは、ベースアップであるという
ことになる。そこで、連合の調査結果を、
2015年に回答した組合に2014年の結果を尋
ねた集計結果に基づき定昇分とベア分とに
分けて見てみると、2014年は定昇分が1.7%
であるのに対してベースアップ分が0.5%、
2015年春闘は定昇分が1.7%であるのに対し
てベースアップ分が0.6%となっている。ベー
スアップで見ると、毎月勤労統計調査の所
定内給与と同じように、賃金上昇はやはり極
めて小幅なものにとどまっているのである。

　（３）�賃金上昇が限定的であることの理由
　賃金上昇圧力をもたらすような環境が形
成されているにもかかわらず、実際の賃金上
昇が見られないのはなぜであろうか。その理
由としては、以下のような四つの要因が挙げ
られる。
　第1に、春闘は主として正規労働者の賃金
水準を決めるものであるということである。
これに対して、実際の賃金上昇率は、パー
トなど非正規労働者の賃金も含めたもので
あるため、相対的に低く出ているのである。
　例えば、パートの求人は正規労働者に比
べて高いので、パートの所定内給与の伸び
は、正規のそれよりも概して高い。しかし、
そもそもパートの賃金水準が正規労働者の 
3割程度しかないため、景気拡張局面でパー
トの比率が高まってくると、平均賃金の上昇
率がそれだけ引き下げられてしまうのであ
る。
　第2に、国際競争力の激化や、国内市場の
縮小に直面して、企業は「恒久的」な賃金
上昇を抑制しようとしていることである。　
　国際競争の対象が先進国企業から新興国
や発展途上国企業に移行している。これら

図表３　賃金関連指標

（データ出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」「民間主要
企業春期賃上げ要求・妥結状況」、連合「春
季生活闘争最終回答集計結果」

（注）�2015 年度の現金給与総額及び所定内給与（一般＋パー
ト）、所定内給与（一般労働者）は、4～ 6月期と7～ 9
月期の平均。
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の企業との競争では、品質や性能よりは価
格を巡るものが中心になるため、国内の製造
業を中心に、賃金には強い下押し圧力が加
わっている（要素価格均等化法則）。
　このため、企業は賃金上昇を極力回避し
ようとしている。また、どうしても賃金引き
上げをしなければならい場合には、一時的な
ボーナスの増加で行うようにし、恒久的な賃
金上昇になるベースアップは最後の手段と
しているのである。
　第3に、高齢化がもたらす賃金上昇力を前
にして、従来の年功型賃金体系が見直され
ているということである。
　年功型賃金体系の見直しの中で見られる
のが、成果主義や能力主義の導入である。
その結果は、いわゆる賃金プロファイルのフ
ラット化として現れている（図表４）。春闘
の結果についての分析結果において、年齢
がマイナスに効くことが示唆されているの
は、このことを表しているのではないかと考
えられる（本誌今月号で紹介されている新
賃金データの分析結果を参照のこと）。

　第4に、企業が個別的にベースアップを行
うことが困難な環境になっているということ
である。
　デフレが長期間にわたり、ベースアップも
長いこと行われることがなかったために、あ
る企業が賃上げを行おうとしても、他の企業
は追随してこない可能性がある。もしそうな
ると、賃上げをした企業のコストだけが上昇
し、競争力を失うことになってしまう。こう
したことの懸念から、お互いに様子見をして
賃金引上げを渋ることになっているのではな
いかと考えられる。
　このように、賃上げをした方がマクロ的に
は望ましいことが分かっていても、それが個
別企業の行動に委ねられていては実現しな
いような状況のことを「協調の失敗」と呼ぶ。
このような状況に陥っているときには、マク

ロ的な環境が整っていても、賃上げにはな
かなか結びつかないのである。

４．賃金上昇のために
　それでは、こうした現状をあって、どうす
れば好循環をもたらすような賃金上昇を実
現できるのであろうか。
　好循環をもたらす賃金引上げを実現する
ためには、それがボーナスのような一時的な
ものであっては効果がない。なぜなら、その
ような一時的な賃金上昇は、将来の恒常所
得に薄く均されて上乗せされるので、個人
消費には大きな影響を及ぼしえないからで
ある（ライフサイクル仮説）。したがって、
個人消費に影響を及ぼすためには、恒久的
な賃金上昇が必要とされる。その意味で、
やはりベースアップがどうしても必要だとい
うことになる。
　しかし、ベースアップのためには、先述の

「協調の失敗」を克服する必要がある。お互
いに様子見をして賃金引き上げを渋るような
状況の中では、個別企業の判断に委ねてい
たのでは、賃上げを実現することは困難だか
らである。
　そういうときにこそ、労働組合が統一して
ベースアップ要求をするという春闘の果たす
役割は大きいと考えられる。春闘を受けて、
他の企業と同時に賃上げをすれば、一企業
だけが賃上げをして不利を被るというような
ことはなくなるからである。いわば「みんな
で渡れば怖くない」といった状況が作られる
のである。春闘が十分な成果を挙げること
ができれば、そのことは経済の好循環に向
けた重要なステップになると考えられる。
　開発経済学の分野では、「悪い均衡」から

「良い均衡」への移行をもたらすような一押
しを「ビッグプッシュ」と呼んでいる。その
言葉を援用するとすれば、今、春闘にもとめ
られているのは、賃上げを牽制し合う「悪い
均衡」から、経済が好循環を描く「良い均衡」
への、「ビッグプッシュ」の役割を果たすこ
とではないだろうか。
　果たして今春闘が、賃金上昇に向けた「ビ
ッグプッシュ」となるのかどうか。注目する
こととしたい。

図表４　賃金プロファイル（男性）

（データ出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
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